
二
土
地
家
屋
調
査
士
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
八
号
）
（
第
二
条
関
係
）
．
：
．
：
。
：
．
．
：
：
：
：
．
：
：
：
：
．
・
・
・
：
：
：
：
：
：
：
・
・
・
０１

一
司
法
書
士
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
九
十
七
号
）
（
第
一
条
関
係
）
：
。
：
：
：
：
：
：
：
．
：
．
：
：
：
：
：
：
：
：
・
・
：
・
・
・
：
：
：
：
．
：
・
・
１

司
法
書
士
法
及
び
土
地
家
屋
調
査
士
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
新
旧
対
照
条
文
目
次



一

二
歴

。
守
吟 司

法
書
士
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
九
十
七
号
）

（
第
一
条
関
係
）

二
Ｅ

ヨ
ラ
吟

;堤| ；

吟I C

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

－1－

改
正
案

現
行



（
設
立
の
手
続
）

第
三
十
二
条
司
法
書
士
法
人
を
設
立
す
る
に
は
、
そ
の
社
員
と
な
ろ
う
と

す
る
司
法
書
士
が
、
定
款
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
．
３
（
略
）

（
解
散
）

第
四
十
四
条
（
略
）

一
～
六
（
略
）

甘
拙
ヨ
剰
矧
利
口

（
削
る
）

三
（
略
）

３
．
４
（
略
）

ら
な
い
。

一
（
略
）

二
司
法
書
士
法
人
（
第
三
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
規
定

す
る
業
務
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
次
章
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
、
司
法
書
士
が
設
立
し
た
法
人
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
社
員
又

は
使
用
人
で
あ
る
司
法
書
士
と
し
て
そ
の
業
務
に
従
事
し
て
い
た
期
間

内
に
、
当
該
司
法
書
士
法
人
が
相
手
方
の
依
頼
を
受
け
て
前
号
に
規
定

す
る
業
務
を
行
っ
た
事
件
で
あ
っ
て
、
自
ら
こ
れ
に
関
与
し
た
も
の

21
（
解
散
）

第
四
十
四
条
（
同
上
）

一
～
六
（
同
上
）

（
新
設
）

（
設
立
の
手
続
）

第
三
十
二
条
司
法
書
士
法
人
を
設
立
す
る
に
は
、
そ
の
社
員
と
な
ろ
う
と

す
る
司
法
書
士
が
、
對
司
判
り
可
定
款
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
．
３
（
同
上
）

い
。一

（
同
上
）

二
司
法
書
士
法
人
（
第
三
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
規
定

す
る
業
務
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
詞
五
劃
む
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
、
司
法
書
士
が
對
司
刊
叫
可
設
立
し
た
法
人
を
い
う
。
以
下
同
じ
。

）
の
社
員
又
は
使
用
人
で
あ
る
司
法
書
士
と
し
て
そ
の
業
務
に
従
事
し

て
い
た
期
間
内
に
、
当
該
司
法
書
士
法
人
が
相
手
方
の
依
頼
を
受
け
て

前
号
に
規
定
す
る
業
務
を
行
っ
た
事
件
で
あ
っ
て
、
自
ら
こ
れ
に
関
与

し
た
も
の

三
（
同
上
）

３
．
４
（
同
上
）

－2－



１
１

２
司
法
書
士
法
人
は
、
前
間
劇
劉
ヨ
笥
の
事
由
以
外
の
事
由
に
よ
り
解
散
し

た
と
き
は
、
解
散
の
日
か
ら
二
週
間
以
内
に
、
そ
の
旨
を
、
主
た
る
事
務

所
の
所
在
地
の
司
法
書
士
会
及
び
日
本
司
法
書
士
会
連
合
会
に
届
け
出
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
（
略
）

（
裁
判
所
に
よ
る
監
督
）

飼
川
．
Ⅲ
割
調
呵
ヨ
（
略
）

条
第
一
項
第
七
号
に
該
当
す
る
に
至
っ
た
場
合
に
限
り
、
当
該
社
員
の
相

続
人
（
第
四
十
六
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
六
百
七
十
五

で
き
る
。

権
利
を
行
使
す
る
者
が
定
め
ら
れ
て
い
る
場
合
に
は
そ
の
者
）
の
同
意
を

（
解
散
及
び
清
算
の
監
督
に
関
す
る
事
件
の
管
轄
）

罫
引
句
１

３
司
法
書
士
法
人
は
、
詞
斗
制
謝
劉
引
引
の
事
由
以
外
の
事
由
に
よ
り
解
散

し
た
と
き
は
、
解
散
の
日
か
ら
二
週
間
以
内
に
、
そ
の
旨
を
、
主
た
る
事

務
所
の
所
在
地
の
司
法
書
士
会
及
び
日
本
司
法
書
士
会
連
合
会
に
届
け
出

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
（
同
上
）

（
裁
判
所
に
よ
る
監
督
）

詞
四
判
刺
剰
珂
呵
．
（
同
上
）

（
新
設
）

に
な
ら
な
か
っ
た
場
合
に
お
い
て
も
、
そ
の
六
月
を
経
過
し
た
時
に
解
散

（
解
散
及
び
清
算
の
監
督
に
関
す
る
事
件
の
管
轄
）

－3－



（
検
査
役
の
選
任
）

調
四
判
川
副
刑
呵
到
（
略
）

第
四
十
六
条
第
一
条
、
第
二
条
、
第
二
十
条
、
第
二
十
一
条
及
び
第
二
十

三
条
の
規
定
は
、
司
法
書
士
法
人
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

２
（
略
）

３
会
社
法
第
六
百
四
十
四
条
（
第
三
号
を
除
く
。
）
、
第
六
百
四
十
五
条

か
ら
第
六
百
四
十
九
条
ま
で
、
第
六
百
五
十
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第

六
百
五
十
一
条
第
一
項
及
び
第
二
項
（
同
法
第
五
百
九
十
四
条
の
準
用
に

係
る
部
分
を
除
く
。
）
、
第
六
百
五
十
二
条
、
第
六
百
五
十
三
条
、
第
六

百
五
十
五
条
か
ら
第
六
百
五
十
九
条
ま
で
、
第
六
百
六
十
二
条
か
ら
第
六

百
六
十
四
条
ま
で
、
第
六
百
六
十
六
条
か
ら
第
六
百
七
十
三
条
ま
で
、
第

六
百
七
十
五
条
、
第
八
百
六
十
三
条
、
第
八
百
六
十
四
条
、
第
八
百
六
十

八
条
第
一
項
、
第
八
百
六
十
九
条
、
第
八
百
七
十
条
第
一
項
（
第
一
号
及

び
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
八
百
七
十
一
条
、
第
八
百
七
十

二
条
（
第
四
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
八
百
七
十
四
条
（
第
一
号

及
び
第
四
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
八
百
七
十
五
条
並
び
に
第
八

百
七
十
六
条
の
規
定
は
、
司
法
書
士
法
人
の
解
散
及
び
清
算
に
つ
い
て
準

第
四
十
四
条
の
四
（
略
）

Ｉ
篭
奎
四
十
ｍ
友
棗
望
二
（
同
上
）

（
検
査
役
の
選
任
）

詞
呵
．
Ⅱ
川
副
詞
削
凹
（
同
上
）

用
等
）

第
四
十
六
条
調
。
銅
、
第
二
十
条
、
第
二
十
一
条
及
び
第
二
十
三
条
の
規

定
は
、
司
法
書
士
法
人
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

２
（
同
上
）

３
会
社
法
第
六
百
四
十
四
条
（
第
三
号
を
除
く
。
）
、
第
六
百
四
十
五
条

か
ら
第
六
百
四
十
九
条
ま
で
、
第
六
百
五
十
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第

六
百
五
十
一
条
第
一
項
及
び
第
二
項
（
同
法
第
五
百
九
十
四
条
の
準
用
に

係
る
部
分
を
除
く
。
）
、
第
六
百
五
十
二
条
、
第
六
百
五
十
三
条
、
第
六

百
五
十
五
条
か
ら
第
六
百
五
十
九
条
ま
で
、
第
六
百
六
十
二
条
か
ら
第
六

百
六
十
四
条
ま
で
、
第
六
百
六
十
六
条
か
ら
第
六
百
七
十
三
条
ま
で
、
第

六
百
七
十
五
条
、
第
八
百
六
十
三
条
、
第
八
百
六
十
四
条
、
第
八
百
六
十

八
条
第
一
項
、
第
八
百
六
十
九
条
、
第
八
百
七
十
条
第
一
項
（
第
一
号
及

び
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
八
百
七
十
一
条
、
第
八
百
七
十

二
条
（
第
四
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
八
百
七
十
四
条
（
第
一
号

及
び
第
四
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
八
百
七
十
五
条
並
び
に
第
八

百
七
十
六
条
の
規
定
は
、
司
法
書
士
法
人
の
解
散
及
び
清
算
に
つ
い
て
準

－4－



（
司
法
書
士
に
対
す
る
懲
戒
）

第
四
十
七
条
司
法
書
士
が
こ
の
法
律
又
は
こ
の
法
律
に
基
づ
く
命
令
に
違

反
し
た
と
き
は
、
濁
謝
型
對
国
は
、
当
該
司
法
書
士
に
対
し
、
次
に
掲
げ
る

処
分
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
法
第
六
百
四
十
四
条
第
一
号
中
「
第

六
百
四
十
一
条
第
五
号
」
と
あ
る
の
は
「
司
法
書
士
法
第
四
十
四
条
第
一

項
第
三
号
」
と
、
同
法
第
六
百
四
十
七
条
第
三
項
中
「
第
六
百
四
十
一
条

第
四
号
又
は
第
七
号
」
と
あ
る
の
は
「
司
法
書
士
法
第
四
十
四
条
第
一
項

第
五
号
洲
創
劉
到
剴
司
詞
司
」
と
、
同
法
第
六
百
六
十
八
条
第
一
項
及
び
第

六
百
六
十
九
条
中
「
第
六
百
四
十
一
条
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
」
と
あ

る
の
は
「
司
法
書
士
法
第
四
十
四
条
第
一
項
第
一
号
又
は
第
二
号
」
と
、

同
法
第
六
百
七
十
条
第
三
項
中
「
第
九
百
三
十
九
条
第
一
項
」
と
あ
る
の

は
「
司
法
書
士
法
第
四
十
五
条
の
二
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
九
百

三
十
九
条
第
一
項
」
と
、
同
法
第
六
百
七
十
三
条
第
一
項
中
「
第
五
百
八

十
条
」
と
あ
る
の
は
「
司
法
書
士
法
第
三
十
八
条
」
と
読
み
替
え
る
も
の

と
す
る
。

４
～
７
（
略
）

三二一

戒
告
二
年
以
内
の
業
務
の
停
止

業
務
の
禁
止

第
四
十
七
条
司
唖

反
し
た
と
き
は
、

潤
謝
劃
側
凹
員
は
、

と
が
で
き
る
。

一
（
同
上
）

二
（
同
上
）

三
（
同
上
）

一
項
及
び
第
六
百
六
十
九
条
中
「
第
六
百
四
十
一
条
第
一
号
か
ら
第
三
号

ま
で
」
と
あ
る
の
は
「
司
法
書
士
法
第
四
十
四
条
第
一
項
第
一
号
又
は
第

二
号
」
と
、
同
法
第
六
百
七
十
条
第
三
項
中
「
第
九
百
三
十
九
条
第
一
項

」
と
あ
る
の
は
「
司
法
書
士
法
第
四
十
五
条
の
二
第
六
項
に
お
い
て
準
用

す
る
第
九
百
三
十
九
条
第
一
項
」
と
、
同
法
第
六
百
七
十
三
条
第
一
項
中

「
第
五
百
八
十
条
」
と
あ
る
の
は
「
司
法
書
士
法
第
三
十
八
条
」
と
読
み

替
え
る
も
の
と
す
る
。

４
～
７
（
同
上
）

用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
法
第
六
百
四
十
四
条
第
一
号
中
「
第

六
百
四
十
一
条
第
五
号
」
と
あ
る
の
は
「
司
法
書
士
法
第
四
十
四
条
第
一

項
第
三
号
」
と
、
同
法
第
六
百
四
十
七
条
第
三
項
中
「
第
六
百
四
十
一
条

第
四
号
又
は
第
七
号
」
と
あ
る
の
は
「
司
法
書
士
法
第
四
十
四
条
第
一
項

第
五
号

（
司
法
書
士
に
対
す
る
懲
戒
）

］
十
七
条
司
法
書
士
が
こ
の
法
律
又
は
こ
の
法
律
に
基
づ
く
命
令
に
違

若
し
く
は
第
六
号
又
は
第
二
項

当
該
司
法
書
士
に
対
し
、
次
に
掲
げ
る
処
分
を
す
る
こ

そ
の
事
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
法
務
局
又
は

」
と
、
同
法
第
六
百
六
十
八
条
第
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21

（
司
法
書
士
法
人
に
対
す
る
懲
戒
）

第
四
十
八
条
司
法
書
士
法
人
が
こ
の
法
律
又
は
こ
の
法
律
に
基
づ
く
命
令

に
違
反
し
た
と
き
は
、
濁
詞
璃
到
国
は
、
当
該
司
法
書
士
法
人
に
対
し
、
次

に
掲
げ
る
処
分
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
懲
戒
の
手
続
）

第
四
十
九
条
何
人
も
、
司
法
書
士
又
は
司
法
書
士
法
人
に
こ
の
法
律
又
は

こ
の
法
律
に
基
づ
く
命
令
に
違
反
す
る
事
実
が
あ
る
と
思
料
す
る
と
き
は

算
が
結
了
し
た
後
に
お
い
て
も
、
こ
の
章
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

当
該
手
続
が
結
了
す
る
ま
で
、
な
お
存
続
す
る
も
の
と
み
な
す
。

三二一

戒
告
二
年
以
内
の
業
務
の
全
部
又
は
一
部
の
停
止

解
散

る
処
分
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
（
同
上
）

二
（
同
上
）

三
（
同
上
）

訓
司
濁
雪
封
掛
川
科
副
刎
渕
倒
刻
剛
ゴ
刎
濁
鋼
口
週
訓
剣
制
制
倒
團
回
ｕ

第
四
十
八
条
司
法
書
‐

に
違
反
し
た
と
き
は
、

（
懲
戒
の
手
続
）

第
四
十
九
条
何
人
も
、
司
法
書
士
又
は
司
法
書
士
法
人
に
こ
の
法
律
又
は

こ
の
法
律
に
基
づ
く
命
令
に
違
反
す
る
事
実
が
あ
る
と
思
料
す
る
と
き
は

二'一’ 方
法
務
局
の
長
（
前
項
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）
は
、
当
一
塗
司
法
書

当
該
違
反
が
当
該
従
た
る
事
務
所
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
と
き
に
限
剴
包

局
又
は
地
方
法
務
局
の
長

（
司
法
書
士
法
人
に
対
す
る
懲
戒
）

目
十
八
条
司
法
書
士
法
人
が
こ
の
法
律
又
は
こ
の
法
律
に
基
づ
く
命
令

ｌ停止 士法
人
の
事
務
所
に
つ
い
て
の
二
年
以
内
の
業
務
の
全
部
又
は
一
部
の

そ
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
割
勾
法
務

は
、
当
該
司
法
書
士
法
人
に
対
し
、
次
に
掲
げ
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（
登
録
取
消
し
の
制
限
等
）

第
五
十
条
濁
詞
墹
劉
国
は
、
司
法
書
士
に
対
し
て
荊
川
軋
刈
劇
罰
創
引
に
掲
げ

る
処
分
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
行
政
手
続
法
第
十
五
条
第

一
項
の
通
知
を
発
送
し
、
又
は
同
条
第
三
項
前
段
の
掲
示
を
し
た
後
直
ち

に
日
本
司
法
書
士
会
連
合
会
に
そ
の
旨
を
通
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
日
本
司
法
書
士
会
連
合
会
は
、
司
法
書
士
に
つ
い
て
前
項
の
通
告
を
受

け
た
場
合
に
お
い
て
は
、
濁
謝
型
對
国
か
ら
詞
川
．
川
口
鋼
判
割
引
に
掲
げ
る
処

分
の
手
続
が
結
了
し
た
旨
の
通
知
を
受
け
る
ま
で
は
、
当
該
司
法
書
士
に

項
第
一
号
若
し
く
は
第
二
号
の
処
分
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
行
政
手

続
法
（
平
成
五
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

意
見
陳
述
の
た
め
の
手
続
の
区
分
に
か
か
わ
ら
ず
、
聴
聞
を
行
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

４
．
５
（
略
）

３
法
務
大
臣
は
、

２
前
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
が
あ
っ
た
と
き
は
、
樹
調
型
劃
国
は
、
通
知
さ

れ
た
事
実
に
つ
い
て
必
要
な
調
査
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

、
濁
調
型
劃
国
に
対
し
、
当
該
事
実
を
通
知
し
、
適
当
な
措
置
を
と
る
こ
と

を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

’
第
五
十
条

3

当
な
措
置
を
と
る
こ
と
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
前
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
が
あ
っ
た
と
き
は
、
同
周
利
剴
燭
趨
削
判
判
側
墹

矧
租
鯏
劉
同
刎
割
昂
は
、
通
知
さ
れ
た
事
実
に
つ
い
て
必
要
な
調
査
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

、
行
政
手
続
法
（
平
成
五
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
十
三
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
意
見
陳
述
の
た
め
の
手
続
の
区
分
に
か
か
わ
ら
ず
、
聴
聞
を
行

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
．
５
（
同
上
）

い
て
は
、
行
政
手
続
法
第
十
五
条
第
一
項
の
通
知
を
発
送
し
、
又
は
同
条

第
三
項
前
段
の
掲
示
を
し
た
後
直
ち
に
日
本
司
法
書
士
会
連
合
会
に
そ
の

旨
を
通
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
日
本
司
法
書
士
会
連
合
会
は
、
司
法
書
士
に
つ
い
て
前
項
の
通
告
を
受

斜
劉
到
ゴ
矧
刺
割
鯏
詞
ヨ
制
に
掲
げ
る
処
分
の
手
続
が
結
了
し
た
旨
の
通
知
を

、

け
た
場
合
に
お
い
て
は
、

十
七
条
第
二
号
又
は
第
三
向

（
登
録
取
消
し
の
制
限
等
）

法
務
局
又
は
地
方
法
務
局
の
長

る
法
務
局
又
は
地
方
法
務
局
の
長

法
務
局
又
は
地
方
法
務
局
の
長

法
務
局
又
は
地
方
法
務
局
の
長

に
掲
げ
る
処
分
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お

は
、

に
対
し
、
当
該
事
実
を
通
知
し
、
適

第
四
十
七
条
第
二
号
又
は
前
条
鍾

の
処
分
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
はｌ

は
、
司
法
書
士
に
対
し
て
第
四

か
ら
第
ｍ
制
和
也
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弱
（
懲
戒
処
分
の
公
告
）

第
五
十
一
条
潤
謝
矧
對
国
は
、
第
四
十
七
条
又
は
詞
川
．
川
劇
現
珂
ゴ
卿
の
規

定
に
よ
り
処
分
を
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
官
報
を
も
っ
て

公
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
司
法
書
士
及
び
司
法
書
士
法
人
に
関
す
る
規
定
の
準
用
）

第
七
十
条
第
二
十
一
条
の
規
定
は
協
会
の
業
務
に
つ
い
て
、
鋼
四
判
加
川
銅

（
出
劉
凋
刺
園
に
対
す
る
報
告
義
務
）

第
六
十
条
司
法
書
士
会
は
、
所
属
の
会
員
が
、
こ
の
法
律
又
は
こ
の
法
律

に
基
づ
く
命
令
に
違
反
す
る
と
思
料
す
る
と
き
は
、
そ
の
旨
を
、
樹
調
罰
対

臣
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

を
開
始
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

つ
い
て
第
十
五
条
第
一
項
第
一
号
又
は
第
十
六
条
第
一
項
各
号
の
規
定
に

よ
る
登
録
の
取
消
し
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

は
、
第
四
十
七
条
又
は
第
四
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
処
分
の
手
続

第
五
十
一
条
潤
調
目
判
劉
側
墹
刀
油
調
目
削
矧
局
は
、
第
四
十
七
条
又
は
第
四

判
川
剰
須
の
規
定
に
よ
り
処
分
を
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
官

報
を
も
っ
て
公
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
司
法
書
士
及
び
司
法
書
士
法
人
に
関
す
る
規
定
の
準
用
）

第
七
十
条
第
二
十
一
条
の
規
定
は
協
会
の
業
務
に
つ
い
て
、
詞
凹
訓
村
川
斜

急
劉
倒
鯏
司
劉
局
に
対
す
る
報
告
義
務
）

第
六
十
条
司
法
書
士
会
は
、
所
属
の
会
員
が
、
こ
の
法
律
又
は
こ
の
法
律

に
基
づ
く
命
令
に
違
反
す
る
と
思
料
す
る
と
き
は
、
そ
の
旨
を
、
そ
の
司

（
新
設
）

Ｉ長
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

受
け
る
ま
で
は
、
当
該
司
法
書
士
に
つ
い
て
第
十
五
条
第
一
項
第
一
号
又

は
第
十
六
条
第
一
項
各
号
の
規
定
に
よ
る
登
録
の
取
消
し
を
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
。

（
懲
戒
処
分
の
公
告
）
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第
七
十
一
条
の
二

第
十
章
（
略
）

…
詞
斗
剖
凰
、
第
四
十
九
条
及
び
第
五
‐

に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る
。

第
四
十
九
条
及
び
第
五
十

法
務
大
臣
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
六
十
九
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
法

る
こ
と
が
で
き
る
。

一
条
の
規
定
は
協
会
に
対
す
る
懲
戒

。
州
鯏
倒
倒
旧
制
詞
詞
劃
則
酎
凋
対
副
詞
凶
増
隅
剛
１
劉
鯏
凋
割
一
（
新
設
）

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
四
十
八
条

、
第
四
十
九
条
及
び
第
五
十
一
条
の
規
定
は
協
会
に
対
す
る
懲
戒
に
つ
い

て
、
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る
。

第
十
章
（
同
上
）

－9－



一
一

土
地
家
屋
調
査
士
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
八
号
）

（
第
二
条
関
係
）

’
（
同
上
）

ヨ、I 奴

公
正
か
つ
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（
業
務
）

第
三
条
（
略
）

一
～
三
（
略
）

四
筆
界
特
定
の
手
続
（
不
動
産
登
記
法
第
六
章
第
二
節
の
規
定
に
よ
る

筆
界
特
定
の
手
続
又
は
筆
界
特
定
の
申
請
の
却
下
に
関
す
る
審
査
請
求

の
手
続
を
い
う
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
の
代
理

五
・
六
（
略
）

七
土
地
の
筆
界
が
現
地
に
お
い
て
明
ら
か
で
な
い
こ
と
を
原
因
と
す
る

民
事
に
関
す
る
紛
争
に
係
る
民
間
紛
争
解
決
手
続
（
民
間
事
業
者
が
、

紛
争
の
当
事
者
が
和
解
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
民
事
上
の
紛
争
に
つ
い

て
、
紛
争
の
当
事
者
双
方
か
ら
の
依
頼
を
受
け
、
当
該
紛
争
の
当
事
者

と
の
間
の
契
約
に
基
づ
き
、
和
解
の
仲
介
を
行
う
裁
判
外
紛
争
解
決
手

続
（
訴
訟
手
続
に
よ
ら
ず
に
民
事
上
の
紛
争
の
解
決
を
し
よ
う
と
す
る

紛
争
の
当
事
者
の
た
め
、
公
正
な
第
三
者
が
関
与
し
て
、
そ
の
解
決
を

図
る
手
続
を
い
う
。
）
を
い
う
。
）
で
あ
っ
て
当
該
紛
争
の
解
決
の
業

務
を
公
正
か
つ
適
確
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
と
認
め
ら
れ
る
団
体
と
し

て
法
務
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
が
行
う
も
の
に
つ
い
て
の
代
理

い
◎

（
業
務
）

第
三
条
（
同
上
）

一
～
三
（
同
上
）

四
筆
界
特
定
の
手
続
（
不
動
産
登
記
法

七五 誠
実
に
そ
の
業
務
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

劉
劇
剥
削
別
別
１
荊
ゴ
判
封
剴
詞
調
ゴ
呵
創
劉
例
Ⅷ
制
司
利
削
Ｊ
１
が
現
地
に
お

い
て
明
ら
か
で
な
い
こ
と
を
原
因
と
す
る
民
事
に
関
す
る
紛
争
に
係
る

民
間
紛
争
解
決
手
続
（
民
間
事
業
者
が
、
紛
争
の
当
事
者
が
和
解
を
す

る
こ
と
が
で
き
る
民
事
上
の
紛
争
に
つ
い
て
、
紛
争
の
当
事
者
双
方
か

ら
の
依
頼
を
受
け
、
当
該
紛
争
の
当
事
者
と
の
間
の
契
約
に
基
づ
き
、

和
解
の
仲
介
を
行
う
裁
判
外
紛
争
解
決
手
続
（
訴
訟
手
続
に
よ
ら
ず
に

民
事
上
の
紛
争
の
解
決
を
し
よ
う
と
す
る
紛
争
の
当
事
者
の
た
め
、
公

正
な
第
三
者
が
関
与
し
て
、
そ
の
解
決
を
図
る
手
続
を
い
う
。
）
を
い

う
。
）
で
あ
っ
て
当
該
紛
争
の
解
決
の
業
務
を
公
正
か
つ
適
確
に
行
う

こ
と
が
で
き
る
と
認
め
ら
れ
る
団
体
と
し
て
法
務
大
臣
が
指
定
す
る
も

の
が
行
う
も
の
に
つ
い
て
の
代
理

ヨ
割
引
’
第
六
章
第
二
節
の
規
定
に
よ
る
筆
界
特
定
の
手
続
又
は
筆
界
特

定
の
申
請
の
却
下
に
関
す
る
審
査
請
求
の
手
続
を
い
う
。
次
号
に
お
い

て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
の
代
理

・
六
（
同
上
）

土
地
の
筆
界

不
動
産
登
記
法
第
百
二
十
三
条
第
一
号
膵
贈
呪
定
す
る

半
成
十
六
年
法
律
第
百
二
十
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（
設
立
の
手
続
）

第
三
十
一
条
調
査
士
法
人
を
設
立
す
る
に
は
、
そ
の
社
員
と
な
ろ
う
と
す

る
調
査
士
が
、
定
款
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
．
３
（
略
）

（
設
立
）

第
二
十
六
条
調
査
士
は
、
こ
の
章
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
土
地
家
屋

調
査
士
法
人
（
調
査
士
の
業
務
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
調
査
士
が

設
立
し
た
法
人
を
い
う
。
以
下
「
調
査
士
法
人
」
と
い
う
。
）
を
設
立
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

（
解
散
）

第
三
十
九
条
（
略
）

一
～
六
（
略
）

匂
拙
司
到
例
利
口

（
削
る
）

八
（
略
）

２
～
５
（
略
）

21
（
設
立
の
手
続
）

第
三
十
一
条
調
査
士
法
人
を
設
立
す
る
に
は
、
そ
の
社
員
と
な
ろ
う
と
す

る
調
査
士
が
、
對
司
叫
叫
可
定
款
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
．
３
（
同
上
）

（
設
立
）

第
二
十
六
条
調
査
士
は
、
こ
の
章
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
土
地
家
屋

調
査
士
法
人
（
調
査
士
の
業
務
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
調
査
士
が

（
解
散
）

第
三
十
九
条
（
同
上
）

一
～
六
（
同
上
）

（
新
設
）

八
（
同
上
）

２
～
５
（
同
上
）

亀’
な
ら
な
か
っ
た
場
合
に
お
い
て
も
、
そ
の
六
月
を
経
過
し
た
時
に
解
散

な
り
、
そ
の
な
っ
た
日
か
ら
引
き
続
き
六
月
間
そ
の
社
員
が
二
人
以
上
に

共
同
し
て
設
立
し
た
法
人
を
い
う
。
以
下
「
調
査
士
法
人
」
と
い
う
。
）

を
設
立
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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２
調
査
士
法
人
は
、
訓
矧
劉
劉
ヨ
罰
の
事
由
以
外
の
事
由
に
よ
り
解
散
し
た

と
き
は
、
解
散
の
日
か
ら
二
週
間
以
内
に
、
そ
の
旨
を
、
主
た
る
事
務
所

の
所
在
地
の
調
査
士
会
及
び
調
査
士
会
連
合
会
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

３
（
略
）

（
解
散
及
び
清
算
の
監
督
に
関
す
る
事
件
の
管
轄
）

詞
ヨ
刊
到
捌
詞
呵
凹
（
略
）

第
三
十
九
条
の
二

第
三
十
九
条
の
三
（
略
）

十
乱’
利
を
行
使
す
る
者
が
定
め
ら
れ
て
い
る
場
合
に
は
そ
の
者
）
の
同
菩
翻
隻
得

第
一
項
第
七
号
に
該
当
す
る
に
至
っ
た
場
合
に
限
り
、
当
舗
酵
社
昌
示
割
相
続

（
調
査
士
法
人
の
継
続
）

（
検
査
役
の
選
任
）

（
裁
判
所
に
よ
る
監
督
）

’
（
解
散
及
び
清
算
の
監
督
に
関
す
る
事
件
の
管
轄
）

調
ヨ
Ｈ
刊
劉
調
呵
ヨ
（
同
上
）

３
調
査
士
法
人
は
、
詞
斗
固
劇
劉
ヨ
罰
の
事
由
以
外
の
事
由
に
よ
り
解
散
し

た
と
き
は
、
解
散
の
日
か
ら
二
週
間
以
内
に
、
そ
の
旨
を
、
主
た
る
事
務

所
の
所
在
地
の
調
査
士
会
及
び
調
査
士
会
連
合
会
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

４
（
同
上
）

（
裁
判
所
に
よ
る
監
督
）

詞
ヨ
判
州
矧
詞
呵
．
（
同
上
）

（
新
設
）

（
検
査
役
の
選
任
）
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謂
ヨ
判
判
劉
詞
呵
到
（
略
）

第
四
十
一
条
調
斗
劉
旬
副
詞
．
須
、
第
二
十
条
か
ら
第
二
十
二
条
ま
で
及
び

第
二
十
四
条
の
規
定
は
、
調
査
士
法
人
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

２
（
略
）

３
会
社
法
第
六
百
四
十
四
条
（
第
三
号
を
除
く
。
）
、
第
六
百
四
十
五
条

か
ら
第
六
百
四
十
九
条
ま
で
、
第
六
百
五
十
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第

六
百
五
十
一
条
第
一
項
及
び
第
二
項
（
同
法
第
五
百
九
十
四
条
の
準
用
に

係
る
部
分
を
除
く
。
）
、
第
六
百
五
十
二
条
、
第
六
百
五
十
三
条
、
第
六

百
五
十
五
条
か
ら
第
六
百
五
十
九
条
ま
で
、
第
六
百
六
十
二
条
か
ら
第
六

百
六
十
四
条
ま
で
、
第
六
百
六
十
六
条
か
ら
第
六
百
七
十
三
条
ま
で
、
第

六
百
七
十
五
条
、
第
八
百
六
十
三
条
、
第
八
百
六
十
四
条
、
第
八
百
六
十

八
条
第
一
項
、
第
八
百
六
十
九
条
、
第
八
百
七
十
条
第
一
項
（
第
一
号
及

び
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
八
百
七
十
一
条
、
第
八
百
七
十

二
条
（
第
四
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
八
百
七
十
四
条
（
第
一
号

及
び
第
四
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
八
百
七
十
五
条
並
び
に
第
八

百
七
十
六
条
の
規
定
は
、
調
査
士
法
人
の
解
散
及
び
清
算
に
つ
い
て
準
用

す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
法
第
六
百
四
十
四
条
第
一
号
中
「
第
六

百
四
十
一
条
第
五
号
」
と
あ
る
の
は
「
土
地
家
屋
調
査
士
法
第
三
十
九
条

第
一
項
第
三
号
」
と
、
同
法
第
六
百
四
十
七
条
第
三
項
中
「
第
六
百
四
十

（
調
査
士
に
関
す
る
規
定
等
の
準
用
）

第
三
十
九
条
の
四
（
同
上
）

用
等
）

第
四
十
一
条
調
ゴ
調
、
第
二
十
条
か
ら
第
二
十
二
条
ま
で
及
び
第
二
十
四

条
の
規
定
は
、
調
査
士
法
人
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

２
（
同
上
）

３
会
社
法
第
六
百
四
十
四
条
（
第
三
号
を
除
く
。
）
、
第
六
百
四
十
五
条

か
ら
第
六
百
四
十
九
条
ま
で
、
第
六
百
五
十
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第

六
百
五
十
一
条
第
一
項
及
び
第
二
項
（
同
法
第
五
百
九
十
四
条
の
準
用
に

係
る
部
分
を
除
く
。
）
、
第
六
百
五
十
二
条
、
第
六
百
五
十
三
条
、
第
六

百
五
十
五
条
か
ら
第
六
百
五
十
九
条
ま
で
、
第
六
百
六
十
二
条
か
ら
第
六

百
六
十
四
条
ま
で
、
第
六
百
六
十
六
条
か
ら
第
六
百
七
十
三
条
ま
で
、
第

六
百
七
十
五
条
、
第
八
百
六
十
三
条
、
第
八
百
六
十
四
条
、
第
八
百
六
十

八
条
第
一
項
、
第
八
百
六
十
九
条
、
第
八
百
七
十
条
第
一
項
（
第
一
号
及

び
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
八
百
七
十
一
条
、
第
八
百
七
十

二
条
（
第
四
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
八
百
七
十
四
条
（
第
一
号

及
び
第
四
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
八
百
七
十
五
条
並
び
に
第
八

百
七
十
六
条
の
規
定
は
、
調
査
士
法
人
の
解
散
及
び
清
算
に
つ
い
て
準
用

す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
法
第
六
百
四
十
四
条
第
一
号
中
「
第
六

百
四
十
一
条
第
五
号
」
と
あ
る
の
は
「
土
地
家
屋
調
査
士
法
第
三
十
九
条

第
一
項
第
三
号
」
と
、
同
法
第
六
百
四
十
七
条
第
三
項
中
「
第
六
百
四
十

（
一
般
社
団
法
人
及
び
一
師
旗
璽
印
法
人
胴
調
鬮
引
創
揖
鋼
閲
制
副
詞
閉
燭
回
潤
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（
調
査
士
に
対
す
る
懲
戒
）

第
四
十
二
条
調
査
士
が
こ
の
法
律
又
は
こ
の
法
律
に
基
づ
く
命
令
に
違
反

し
た
と
き
は
、
潤
調
型
劃
国
は
、
当
該
調
査
士
に
対
し
、
次
に
掲
げ
る
処
分

を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
調
査
士
法
人
に
対
す
る
懲
戒
）

第
四
十
三
条
調
査
士
法
人
が
こ
の
法
律
又
は
こ
の
法
律
に
基
づ
く
命
令
に

一
条
第
四
号
又
は
第
七
号
」
と
あ
る
の
は
「
土
地
家
屋
調
査
士
法
第
三
十

九
条
第
一
項
第
五
号
洲
削
剥
弧
剴
司
詞
司
」
と
、
同
法
第
六
百
六
十
八
条
第

一
項
及
び
第
六
百
六
十
九
条
中
「
第
六
百
四
十
一
条
第
一
号
か
ら
第
三
号

ま
で
」
と
あ
る
の
は
「
士
地
家
屋
調
査
士
法
第
三
十
九
条
第
一
項
第
一
号

又
は
第
二
号
」
と
、
同
法
第
六
百
七
十
条
第
三
項
中
「
第
九
百
三
十
九
条

第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
士
地
家
屋
調
査
士
法
第
四
十
条
の
二
第
六
項
に

お
い
て
準
用
す
る
第
九
百
三
十
九
条
第
一
項
」
と
、
同
法
第
六
百
七
十
三

条
第
一
項
中
「
第
五
百
八
十
条
」
と
あ
る
の
は
「
土
地
家
屋
調
査
士
法
第

三
十
五
条
の
三
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

４
～
７
（
略
）

一
一
一

一
一
一

戒
告

二
年
以
内
の
業
務
の
停
止

業
務
の
禁
止

（
調
査
士
法
人
に
対
す
る
懲
戒
）

第
四
十
三
条
調
査
士
法
人
が
こ
の
法
律
又
は
こ
の
法
律
に
基
づ
く
命
令
に

（
調
査
士
に
対
す
る
懲
戒
）

第
四
十
二
条
調
査
士
が
こ
の
法
律
又
は
こ
の
法
律
に
基
づ
く
命
令
に
違
反

し
た
と
き
は
、
判
刷
劉
調
劉
別
刷
嗣
矧
閂
刷
荊
割
副
罰
則
ｑ
濁
謝
周
引
創
側
墹
河
渦

六
十
八
条
第
一
項
及
び
第
六
百
六
十
九
条
中
「
第
六
百
四
十
一
条
第
一
号

か
ら
第
三
号
ま
で
」
と
あ
る
の
は
「
土
地
家
屋
調
査
士
法
第
三
十
九
条
第

一
項
第
一
号
又
は
第
二
号
」
と
、
同
法
第
六
百
七
十
条
第
三
項
中
「
第
九

百
三
十
九
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
土
地
家
屋
調
査
士
法
第
四
十
条
の

二
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
九
百
三
十
九
条
第
一
項
」
と
、
同
法
第

六
百
七
十
三
条
第
一
項
中
「
第
五
百
八
十
条
」
と
あ
る
の
は
「
土
地
家
屋

調
査
士
法
第
三
十
五
条
の
三
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

４
～
７
（
同
上
）

務
局
の
長
は
、
当
該
調
査
士
に
対
し
、
次
に
掲
げ
る
処
分
を
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

一
（
同
上
）

二
（
同
上
）

三
（
同
上
）

九
条
第
一
項
第
五
号

一
条
第
四
号
又
は
第
七
号
」
と
あ
る
の
は
「
士
地
家
屋
調
査
士
法
第
三
十

壇
し
く
は
第
六
号
又
は
第
二
項
」
と
、
同
法
第
六
百

－15－



21

（
懲
戒
の
手
続
）

第
四
十
四
条
何
人
も
、
調
査
士
又
は
調
査
士
法
人
に
こ
の
法
律
又
は
こ
の

法
律
に
基
づ
く
命
令
に
違
反
す
る
事
実
が
あ
る
と
思
料
す
る
と
き
は
、
濁

務
大
臣
に
対
し
、
当
該
事
実
を
通
知
し
、
適
当
な
措
置
を
と
る
こ
と
を
求

め
る
こ
と
が
で
き
る
。

違
反
し
た
と
き
は
、
潤
潤
剰
到
国
は
、
当
該
調
査
士
法
人
に
対
し
、
次
に
掲

げ
る
処
分
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

が
結
了
し
た
後
に
お
い
て
も
、
こ
の
章
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当

一一
一

一
一
一

前
項
の
規
定
に
よ
る
処
分
の
手
続
に
付
さ
れ
た
調
査
士
法
人
は
、
清
算

戒
告
二
年
以
内
の
業
務
の
全
部
又
は
一
部
の
停
止

解
散

21
（
懲
戒
の
手
続
）

第
四
十
四
条
何
人
も
、
調
査
士
又
は
調
査
士
法
人
に
こ
の
法
律
又
は
こ
の

法
律
に
基
づ
く
命
令
に
違
反
す
る
事
実
が
あ
る
と
思
料
す
る
と
き
は
、
当

二'一’ 刻
剖
淵
墹
珂
濁
憩
劃
副
凹
員
は
、
当
該
調
査
士
法
人
に
対
し
、
次
に
掲
げ
る
処

分
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
（
同
上
）

二
（
同
上
）

三
（
同
上
）

違
反
し
た
と
き
は
、

を
と
る
こ
と
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

法
務
局
の
長
（
前
項
に
規
定
す
る
も
の
か
広
呼
、
〕
）
四
判
Ｊ
司
調
調
智

局
又
は
地
方
法
務
局
の
長

該
調
査
士
又
は
当
該
調
査
士
法
人
の
童
孟
望
喫
里
町
在
地
謝
智
趨
調
引
創

人
に
対
し
、
次
に
掲
げ
る
処
分
を
寸
女
ご
号
国
洞
崇
上
司
る
訓
溜
側
画
ｕ
可
Ｊ
剴
調

止’ 調
査
士
法
人
が
こ
の
法
律
又
は
こ
の
法
律
脇
靭
雪
引
ｑ
命
封
倒
劉
昌
図
ｕ
制

Ｉ戒告当該
法
務
局
又
は
地
方
涯
聡
掴
局
伽
基
圓
轄
圃
顛
馴
内
刷
圃
劉
創
当
謝
詞
醐
劃
封

そ
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
法
務
局

に
対
し
、
当
該
事
実
を
通
知
し
、
適
当
な
措
置

－16－



（
登
録
取
消
し
の
制
限
等
）

第
四
十
五
条
潟
詞
刺
囲
は
、
調
査
士
に
対
し
荊
凹
刊
斗
副
詞
創
引
に
掲
げ
る

処
分
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
行
政
手
続
法
第
十
五
条
第
一

項
の
通
知
を
発
送
し
、
又
は
同
条
第
三
項
前
段
の
掲
示
を
し
た
後
直
ち
に

調
査
士
会
連
合
会
に
そ
の
旨
を
通
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
調
査
士
会
連
合
会
は
、
調
査
士
に
つ
い
て
前
項
の
通
告
を
受
け
た
場
合

に
お
い
て
は
、
潤
謝
型
到
国
か
ら
荊
剛
。
Ｊ
‐
剰
調
創
尉
に
掲
げ
る
処
分
の
手
続

が
結
了
し
た
旨
の
通
知
を
受
け
る
ま
で
は
、
当
該
調
査
士
に
つ
い
て
、
第

十
五
条
第
一
項
第
一
号
又
は
第
十
六
条
第
一
項
各
号
の
規
定
に
よ
る
登
録

の
取
消
し
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

項
第
一
号
若
し
く
は
第
二
号
の
処
分
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
行
政
手

続
法
（
平
成
五
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

意
見
陳
述
の
た
め
の
手
続
の
区
分
に
か
か
わ
ら
ず
、
聴
聞
を
行
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

４
．
５
（
略
）

３
消
麺
凋
矧
剰
国
は
、
調
制
叫
判
剖
引
銅
頚
詞
斗
軋
副
詞
Ⅷ
剴
釧
剛
罰
到
斗
割
引
刈
団
調
Ⅷ
銅
對
珂
引

２
前
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
が
あ
っ
た
と
き
は
、
樹
調
型
劃
国
は
、
通
知
さ

れ
た
事
実
に
つ
い
て
必
要
な
調
査
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
十
五
条

3 ２
前
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
が
あ
っ
た
と
き
は
、
同
回
訓
鯏
桐
調
倒
判
劉
側
墹

荊
淵
捌
目
到
り
昂
は
、
通
知
さ
れ
た
事
実
に
つ
い
て
必
要
な
調
査
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

一
項
第
二
号
若
し
く
は
第
二
項
第
二
号
の
処
分
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は

、
行
政
手
続
法
（
平
成
五
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
十
三
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
意
見
陳
述
の
た
め
の
手
続
の
区
分
に
か
か
わ
ら
ず
、
聴
聞
を
行

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
．
５
（
同
上
）

て
は
、
行
政
手
続
法
第
十
五
条
第
一
項
の
通
知
を
発
送
し
、
又
は
同
条
第

三
項
前
段
の
掲
示
を
し
た
後
直
ち
に
調
査
士
会
連
合
会
に
そ
の
旨
を
通
告

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
調
査
士
会
連
合
会
は
、
調
査
士
に
つ
い
て
前
項
の
通
告
を
受
け
た
場
合

に
お
い
て
は
、
樹
調
劃
判
劉
叫
墹
制
潤
捌
倒
側
凹
昂
か
ら
荊
凹
判
斗
副
詞
詞
．
弓

刻
剖
鬮
劉
ヨ
司
に
掲
げ
る
処
分
の
手
続
が
結
了
し
た
旨
の
通
知
を
受
け
る
ま

で
は
、
当
該
調
査
士
に
つ
い
て
、
第
十
五
条
第
一
項
第
一
号
又
は
第
十
六

条
第
一
項
各
号
の
規
定
に
よ
る
登
録
の
取
消
し
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

◎

二
条
第
二
号
又
は
第
一
言

（
登
録
取
消
し
の
制
限
等
）

法
務
局
又
は
地
方
法
務
局
の
長

法
務
局
又
は
地
方
法
務
局
の
長

に
掲
げ
る
処
分
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い

は
、

第
四
十
二
条
第
二
号
又
は
前
条
第

は
、

ｌ

調
査
士
に
対
し
第
四
十
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（
調
査
士
及
び
調
査
士
法
人
に
関
す
る
規
定
の
準
用
）

第
六
十
五
条
第
二
十
二
条
の
規
定
は
協
会
の
業
務
に
つ
い
て
、
詞
回
訓
村
ヨ

梨
矧
斗
固
く
、
第
四
十
四
条
及
び
第
四
十
六
条
の
規
定
は
協
会
に
対
す
る
懲

租
劉
翻
刻
園
に
対
す
る
報
告
義
務
）

第
五
十
五
条
調
査
士
会
は
、
所
属
の
会
員
が
、
こ
の
法
律
又
は
こ
の
法
律

に
基
づ
く
命
令
に
違
反
す
る
と
思
料
す
る
と
き
は
、
そ
の
旨
を
、
濁
謝
矧
対

臣
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
十
六
条
法
務
大
臣
は
、
第
四
十
二
条
又
は
銅
劉
凹
Ｈ
ゴ
ョ
劇
珂
ゴ
貝
の
規

定
に
よ
り
処
分
を
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
官
報
を
も
っ
て

公
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

戒
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る
。

続
を
開
始
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

き
は
、
第
四
十
二
条
又
は
第
四
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
処
分
の

（
懲
戒
処
分
の
公
告
） 暦

戒
の
事
由
が
あ
っ
た
と
き
か
ら
七
年
を
経
過
し
た
と

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
四
十
三

第
四
十
六
条

四
劉
劉
副
詞
呵
昂
に
対
す
る
報
告
義
務
）

第
五
十
五
条
調
査
士
会
は
、
所
属
の
会
員
が
、
こ
の
法
律
又
は
こ
の
法
律

に
基
づ
く
命
令
に
違
反
す
る
と
思
料
す
る
と
き
は
、
そ
の
旨
を
、
そ
の
調

（
調
査
士
及
び
調
査
士
法
人
に
関
す
る
規
定
の
準
用
）

第
六
十
五
条
第
二
十
二
条
の
規
定
は
協
会
の
業
務
に
つ
い
て
、
荊
叫
釧
村
ヨ

条
、
第
四
十
四
条
及
び
第
四
十
六
条
の
規
定
は
協
会
に
対
す
る
懲
戒
に
つ

い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る
。

（
新
設
）’

十
三
条
の
規
定
に
よ
り
処
分
を
し
た
と
き
は
、

報
を
も
っ
て
公
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

査
士
会
の
事
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
法
務
局
又
は
地
方
法
務
局
の
長

に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
懲
戒
処
分
の
公
告
）

法
務
局
又
は
地
方
法
務
局
の
長

ｌ

は
、
第
四
十
二
条
又
は
第
四

、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
官

－18－
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